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令和７年第１回軽井沢町議会定例会９月会議議案目次 

（令和７年８月２８日提出分） 

 

議 案 番 号 議       案        名 頁 

議案第５７号 
軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて 
４ 

議案第５８号 
軽井沢町議会議員及び軽井沢町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部改正について 
７ 

議案第５９号 
令和７年度町単町道鶴溜線道路改良無電柱化工事請負契

約の締結について 
11 

議案第６０号 
令和６年度町単西部小学校東教室棟他建設工事変更請負

契約の締結について 
17 

議案第６１号 町道の廃止について 20 

議案第６２号 令和７年度軽井沢町一般会計補正予算（第７号） 別冊 

議案第６３号 
令和７年度軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正

予算（第１号） 
別冊 

議案第６４号 令和７年度軽井沢町駐車場特別会計補正予算（第２号） 別冊 

議案第６５号 令和７年度軽井沢町介護保険特別会計補正予算（第２号) 別冊 

議案第６６号 
令和７年度軽井沢町後期高齢者医療特別会計補正予算（

第１号) 
別冊 

議案第６７号 
令和６年度軽井沢町水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について 
別冊 

議案第６８号 
令和６年度軽井沢町下水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 
別冊 

認定第 １ 号 令和６年度軽井沢町各会計歳入歳出決算の認定について 別冊 

認定第 ２ 号 
令和６年度軽井沢町国民健康保険軽井沢病院事業会計決

算の認定について 
別冊 

報告第１９号 決算に関する附属書類の報告について 別冊 

報告第２０号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 別冊 
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報告第２１号 
専決処分の報告について（町道での車両損傷事故に係る 

損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について) 
22 

報告第２２号 
専決処分の報告について（令和６年度ゼロ町債町単西保

育園マイクロバス購入変更契約の締結について） 
27 
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議案第５７号 

 

 

 

   軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 

 

 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例（昭和３６年軽井沢町条例第

２１号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 ８ 月２８日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ７ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（案） 

 

 軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例（昭和36年軽井沢町条例第21

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第５のウの１級の項中「栄養士」を「栄養技手」に、「の職務」を

「・歯科衛生技手の職務」に改め、同ウの２級の項中「の職務」を「・歯

科衛生技師の職務」に改め、同ウの３級の項中「の職務」を「・歯科衛生

主査の職務」に改め、同ウの４級の項中「の職務」を「・歯科衛生主任の

職務」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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令和７年９月会議 

参考資料 １ 

 

軽井沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正理由  

 

【改正理由】  

 地方公共団体における歯科保健医療業務指針（令和６年３月28日付け医

政発第23号厚生労働省医政局長通知別添）に基づき、地域の実情に応じた

効果的な歯科保健対策を円滑かつ適切に実施するため、歯科衛生士の確保

を図ることに伴い、その職務の級の分類に関する規定の改正を行うものの

ほか、所要の改正を行うもの。  
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議案第５８号 

 

 

 

   軽井沢町議会議員及び軽井沢町長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する条例の一部改正について 

 

 

 

 軽井沢町議会議員及び軽井沢町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例（令和２年軽井沢町条例第１９号）の一部を別紙のとおり改正

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 ８ 月２８日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ７ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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軽井沢町議会議員及び軽井沢町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例（案）  

 

 軽井沢町議会議員及び軽井沢町長の選挙における選挙運動の公費負担に  

関する条例（令和２年軽井沢町条例第19号）の一部を次のように改正する。  

 第８条中「届出」を「規定による届出」に、「７円73銭」を「８円 38銭

」に改める。  

 第11条中「届出」を「規定による届出」に、「541円31銭」を「586円88

銭」に改める。  

   附  則 

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の軽井沢町議会議員及び軽井沢町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以

後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前

日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。  
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令和７年９月会議 

参考資料 ２－１ 

 

軽井沢町議会議員及び軽井沢町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部改正理由  

 

【改正理由】  

 公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第200号）によ

り公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）の一部が改正され、最近にお

ける物価の変動等に鑑み、選挙運動用ビラ等の作成の公営に要する経費に

係る限度額が引き上げられたことに伴い、町議会議員及び町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担の限度額について、国の選挙運動用ビラ等の作成

の公営に準じて改正を行うもののほか、所要の改正を行うもの。  
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令和７年９月会議 

参考資料 ２－２ 

 

軽井沢町議会議員及び軽井沢町長の選挙における  

選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正内容  

 

 

■選挙公営限度額の引上げ  

 

⑴ 選挙運動用ビラの作成  

○単価  

現行  改正後  

７円73銭 ８円38銭 

【改正後公費負担額】  

８円 38銭まで×作成枚数（制限あり）  

 

⑵ 選挙運動用ポスターの作成  

○単価（印刷費）  

現行単価  改正後単価  

541円31銭 586円88銭  

【改正後公費負担額】  

                   
まで×作成枚数（制限あり）  

 

88,000円＋ 586円 88銭×ポスター掲示場数  

ポスター掲示場数  
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議案第５９号 

 

 

 

   令和７年度町単町道鶴溜線道路改良無電柱化工事請負契約の 

締結について 

                                                             

 

 

令和７年度町単町道鶴溜線道路改良無電柱化工事について、下記のとお

り請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第５号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年軽井沢町条例第２０号）第２条の規定

により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的  令和７年度町単町道鶴溜線道路改良無電柱化工事 

 

２ 契約の金額  １６４，０１７，７００円 

 

３ 契約の相手方  長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東３５番地１５ 

          株式会社村瀬組 

          代表取締役 村瀬 栄一 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 ８ 月２８日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ７ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 
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令和７年９月会議 

参考資料 ３－１ 
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令和７年９月会議 

参考資料 ３－２ 
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令和７年９月会議 

－３ 参考資料 ３
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011352
長方形

011352
長方形

011352
長方形

011352
長方形



庁舎側

庁舎側民地側

民地側

令和７年９月会議 

 参考資料 ３－  ４
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011352
長方形

011352
長方形



民地側 庁舎側

庁舎側民地側

令和７年９月会議 

 参考資料 ３－  ５
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011352
長方形



 

 

議案第６０号 

 

 

 

   令和６年度町単西部小学校東教室棟他建設工事変更請負契 

約の締結について 

                                                             

 

 

令和６年度町単西部小学校東教室棟他建設工事について、下記のとおり

変更請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第５号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年軽井沢町条例第２０号）第２条の規

定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的  令和６年度町単西部小学校東教室棟他建設工事 

 

２ 契約の金額  変更前の契約額 １，０１８，８４２，０００円 

          変更請負代金増加額    ２５，３６６，０００円 

          変更後の契約額 １，０４４，２０８，０００円 

 

３ 契約の相手方  長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢４７２番地７ 

          北野建設株式会社 軽井沢営業所 

          所長 今牧 慶次 

 

 

 

令和 ７ 年 ８ 月２８日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ７ 年   月  日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 

- 17 -



令和７年９月会議 

参考資料 ４－１ 
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令和７年９月会議 

参考資料 ４－２ 

 

 

 

令和６年度 町単 西部小学校東教室棟他建設工事変更一覧 

 

【増工額】          

⑴ ロッカー追加                    9,960,000円 

⑵ 既存校舎外構点字ブロック等改修           3,046,124円 

⑶ 仮設回線切り回し                    457,620円 

⑷ 受変電設備改修                    5,824,940円 

⑸ 防犯カメラ設置                     815,513円 

⑹ 下水道接続工事                    1,815,182円 

⑺ 食堂棟パネルヒーター等撤去              1,004,580円 

⑻ 諸経費                        5,045,597円 

増工額合計                        27,969,556円 

 

【減工額】 

⑴ バルコニー手摺仕様変更                △848,810円 

⑵ １回階段前建具仕様変更                △219,000円 

⑶ 外構フェンス高さ変更                 △795,600円 

⑷ 食堂棟仕上げ材仕様変更               △3,046,146円 

減工額合計                        △4,909,556円 

 

【変更額】 

変更額合計（税抜）                    23,060,000円 

変更額合計（税込）                    25,366,000円 

 

【契約額】 

当初契約額                      1,015,300,000円 

第１回変更後契約額                  1,018,842,000円 

第２回変更後契約額（今回の変更契約）         1,044,208,000円 
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議案第６１号 

 

 

 

町道の廃止について 

 

 

 

 下記の町道を廃止することについて、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会

の議決を求める。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 ８ 月２８日提出 

               軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 

 

             令和 ７ 年   月   日 

               軽井沢町議会議長  川 島 さゆり 

 

 

路 線 名 起  点 終  点 延  長 幅  員 摘要 

１－１２２５号線 

大字軽井沢 

６８２番３

地先 

大字軽井沢 

６８２番４

地先 

Ｌ＝22.0ｍ Ｗ＝2.10ｍ 
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令和７年９月会議 

参考資料 ５ 

 

町道廃止路線図 

 

 1-1225号線 

 L＝22.0ｍ 

 W＝2.10ｍ 
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報告第２１号 

 

 

 

専決処分の報告について 

 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、 

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定により、これを議会に報告する。 

 

 

記 

 

 

 町道での車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う

和解について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 ７ 年 ８ 月２８日提出 

   軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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専第１３号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び軽井沢町

長の専決事項の指定について（平成２２年３月３日議会議決）第１項の規

定により、町道での車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解について、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 ７ 年 ８ 月 ４ 日 

   軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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町道での車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及 

びこれに伴う和解について 

    

 

令和６年１１月２３日（土）午後９時５０分頃、町道Ｉ－１６号線（ 

軽井沢町大字軽井沢２８３番１０地先）において、相手方車両が走行中、 

町道上に崩れた石垣の石に衝突し、車両左部を損傷した。 

この事故に係る軽井沢町の損害賠償の額を定めること及びこれに伴う

和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項及び軽井沢町長の専決事項の指定について（平成２２年３月３日議会

議決）第１項の規定により下記のとおり専決処分する。 

 

記 

 

損害賠償の相手方及び賠償額 

相    手    方 
 

損害賠償の額 

 氏 名 住  所 

●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●

●● 

１４５，５００円 
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令和７年９月会議 

参考資料 ８－１ 

 

 
 

   町道での車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及 

びこれに伴う和解について 

 

 

事故発生日時   令和６年１１月２３日（土） 午後９時５０分頃 

 

事故発生場所   軽井沢町大字軽井沢２８３番１０地先 

 

１．相手方への損害賠償額 

相手方 損害額 損害賠償額 
左記の財源内訳 

保険金 町負担 

●●●●●●● 

●●● 

修理 

代金 
485,000円 145,500円 145,500円 0円 

 

２．事故発生状況概略図 

 

 

 

 

町道池ノ端旧軽井沢線 

Ｎ 

相手方 

崩れた石垣の石 

至
ホ
テ
ル
鹿
島
ノ
森 

至
旧
軽
井
沢 
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報告第２２号 

 

 

 

専決処分の報告について 

 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、 

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定により、これを議会に報告する。 

 

 

記 

 

 

 令和６年度ゼロ町債町単西保育園マイクロバス購入変更契約の締結につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 ７ 年 ８ 月２８日提出 

   軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫 
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専第１４号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び軽井沢町

長の専決事項の指定について（平成２２年３月３日議会議決）第２項の規

定により、令和６年度ゼロ町債町単西保育園マイクロバス購入変更契約の

締結について、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 ８ 月 ５ 日  

   軽 井 沢 町 長  土 屋 三千夫   
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令和７年９月会議 

参考資料 ９ 
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